
令和５年第１回定例会（２月議会）
建設委員会・分科会

提出資料（当初予算関係）

令和５年２月１６日
出 納 局

【予算関係】

会 計 課 窓口キャッシュレス決済推進事業について ・・・ １

【議案関係】

会 計 課 秋田県証紙条例の一部を改正する条例案について ・・・ ２

財産活用課 秋田県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例案について ・・・ ５



窓口キャッシュレス決済推進事業について

会 計 課

１ 目 的
県民の利便性向上を図るため、窓口で現金納付する使用料のキャッシュレス納付を可能とするシステム

を構築する。

２ 概 要
窓口にキャッシュレス決済端末を置き、県民が窓口での納付にクレジットカード、電子マネー、ＱＲ

コードなどを選択できるようにする。
また、決済情報（納付日、使用料名、金額など）を管理するＰＯＳシステムをキャッシュレス決済端末

に組み込むことにより会計事務の効率化を図る。

３ 設置施設
・スポーツ科学センター
・近代美術館

４ 供用開始予定
令和５年１２月

５ 予算額
３，２２６千円（一般財源 ３，２２６千円）

内訳 役務費 ２０千円 決済手数料
委託料 ３，１００千円 キャッシュレス決済端末設置及びＰＯＳシステム導入費用等
使用料及び賃借料 １０６千円 ＰＯＳ利用料
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秋田県証紙条例の一部を改正する条例案について

会 計 課

１ 改正理由

電子情報処理組織を使用する旅券法（昭和２６年法律第２６７号）に規定する申請の開始に伴い、電子情

報処理組織を使用して行う申請等に係る手数料について証紙による収入の方法により徴収する必要がある。

２ 改正内容

電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る手数料等で規則で定めるものについては、証紙による収入

の方法によることとする。（第２条関係）

３ 施行期日

令和５年３月２７日
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イメージ図（電子申請に係る手数料等の徴収）

旅券申請の利便性向上や事務の効率化を図るため旅券
法が改正され、一般旅券の「切替申請」(注)は、申請時
の出頭が不要となる電子申請が令和５年３月２７日か
ら全国一斉に可能となる。
旅券の交付時は従前どおり本人が出頭する必要があり、
手数料はその交付の際に証紙で納付することとなる。

（注）切替申請：有効期限前に新たな旅券の発給を申請する場合に行う申請

【令和５年３月２７日以降】
ただし書に規定する電子申請等に係る手数料等で規
則で定めるものについて、証紙の納付による徴収と
する。

【現行】
本文では証紙の納付により徴収する手数料等を規定
しているが、ただし書で電子申請等に係るものにつ
いて除外している。

１ 改正の背景（旅券発給申請手続の電子化）

2 改正条項（第２条）
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秋
田
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
歳
入
）

（
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
歳
入
）

第
二
条

使
用
料
及
び
手
数
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
並
び
に
自
動
車
税
の
環

第
二
条

使
用
料
及
び
手
数
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
並
び
に
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
（
地
方
税
法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
納
付
す
る

境
性
能
割
（
地
方
税
法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
納
付
す
る

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
（
同
法
第
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
自
動
車

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
（
同
法
第
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
延
滞
金
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
、
自
動
車
税
の

税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
延
滞
金
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
、
自
動
車
税
の

種
別
割
（
同
法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
三
項
に
定
め
る
自
動
車
税
の
種
別

種
別
割
（
同
法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
三
項
に
定
め
る
自
動
車
税
の
種
別

割
を
い
う
。
）
及
び
狩
猟
税
は
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す

割
を
い
う
。
）
及
び
狩
猟
税
は
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す

る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
等
、
秋
田
県
行
政

に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
等
、
秋
田
県
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年

秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
等
又
は
地
方
税
法
第
七
百
四
十
七

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
等
又
は
地
方
税
法
第
七
百
四
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同

地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同

機
構
を
経
由
し
て
行
う
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
に
係
る
も
の
（
規
則
で

機
構
を
経
由
し
て
行
う
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
に
係
る
も
の

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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秋田県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例案について

財産活用課

１ 改正理由

県が管理する道路の占用料の額の改定により、行政財産の目的外使用に係る使用料の額を改定する必要が

ある。

２ 改正内容

行政財産の目的外使用に係る使用料の額を改定することとする。（別表関係）

３ 施行期日

令和５年４月１日
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下

ト
ル
未

下

ト
ル
未

水

満
の
も

水

満
の
も

道

の

道

の

管

外
径
が

三
○
円

二
六
円

二
三
円

管

外
径
が

二
七
円

二
三
円

二
○
円

、

〇

・
〇

、

〇

・
〇

ガ

七
メ
ー

ガ

七
メ
ー

ス

ト
ル
以

ス

ト
ル
以

管

上
〇

・

管

上
〇

・

そ

一
メ
ー

そ

一
メ
ー

の

ト
ル
未

の

ト
ル
未

他

満
の
も

他

満
の
も

こ

の

こ

の

れ

外
径
が

四
五
円

三
八
円

三
五
円

れ

外
径
が

四

一
円

三
四
円

三
○
円

ら

〇

・
一

ら

〇

・
一

に

メ
ー
ト

に

メ
ー
ト

類

ル
以
上

類

ル
以
上

す

〇

・
一

す

〇

・
一

る

五
メ
ー

る

五
メ
ー

物

ト
ル
未

物

ト
ル
未

件

満
の
も

件

満
の
も

の

の

外
径
が

六

一
円

五

一
円

四
七
円

外
径
が

五
五
円

四
五
円

四

一
円

〇

・
一

〇

・
一

五
メ
ー

五
メ
ー

ト
ル
以

ト
ル
以

上
〇

・

上
〇

・

二
メ
ー

二
メ
ー

ト
ル
未

ト
ル
未

満
の
も

満
の
も

の

の

秋
田
県
行
政
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

別
表

（第
二
条
関
係
）

別
表

（第
二
条
関
係
）

使
用
料
の
額

使
用
料
の
額

区
分

単
位

所
在
地

区
分

単
位

所
在
地

第

一
級
地

第
二
級
地

第
三
級
地

第

一
級
地

第
二
級
地

第
三
級
地

第

一
種
電
柱

一
本
に

五
七
〇
円

四
八
〇
円

四
三
〇
円

第

一
種
電
柱

一
本
に

五

一
○
円

四
二
○
円

三
八
〇
円

第
二
種
電
柱

つ
き

一

八
七
〇
円

七
三
〇
円

六
七
〇
円

第
二
種
電
柱

つ
き

一

七
九
〇
円

六
五
〇
円

五
八
〇
円

第
三
種
電
柱

年

一
、
二
〇
〇

九
九
〇
円

九
○
〇
円

第
三
種
電
柱

年

一
、

一
○
〇

八
八
〇
円

七
八
〇
円

円

円

第

一
種
電
話

五

一
〇
円

四
三
〇
円

三
九
〇
円

第

一
種
電
話

四
六
〇
円

三
八
〇
円

三
四
〇
円

柱

柱

第
二
種
電
話

八

一
〇
円

六
八
〇
円

六
二
〇
円

第
二
種
電
話

七
三
〇
円

六

一
〇
円

五
四
〇
円

柱

柱

第
三
種
電
話

一
、

一
〇
〇

九
四
〇
円

八
五
〇
円

第
三
種
電
話

一
、
○
○
〇

八
三
〇
円

七
四
〇
円

柱

円

柱

円

そ
の
他
の
柱

五

一
円

四
三
円

三
九
円

そ
の
他
の
柱

四
六
円

三
八
円

三
四
円

類

類

標
識

八

一
〇
円

六
八
〇
円

六
二
〇
円

標
識

七
三
〇
円

六

一
〇
円

五
四
〇
円

共
架
電
線
そ

長
さ

一

五
円

四
円

四
円

共
架
電
線
そ

長
さ

一

五
円

四
円

三
円

の
他
上
空
に

メ
ー
ト

の
他
上
空
に

メ
ー
ト

設
け
る
線
類

ル
に
つ

設
け
る
線
類

ル
に
つ

地
下
に
設
け

き

一
年

三
円

三
円

二
円

地
下
に
設
け

き

一
年

三
円

二
円

二
円

る
電
線
そ
の

る
電
線
そ
の

他
の
線
類

他
の
線
類

水

外
径
が

二

一
円

一
八
円

一
六
円

水

外
径
が

一
九
円

一
六
円

一
四
円

管

〇

・
〇

管

〇

・
〇

、

七
メ
ー

、

七
メ
ー
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満
の
も

満
の
も

の

の

外
径
が

六

一
〇
円

五

一
〇
円

四
七
〇
円

外
径
が

五
五
〇
円

四
五
〇
円

四

一
〇
円

一
メ
ー

一
メ
ー

ト
ル
以

ト
ル
以

上
の
も

上
の
も

の

の

変
圧
塔
そ
の

一
個
に

一
、
○
○
〇

八
五
〇
円

七
八
〇
円

変
圧
塔
そ
の

一
個
に

九

一
〇
円

七
六
〇
円

六
八
〇
円

他
こ
れ
に
類

つ
き

一

円

他
こ
れ
に
類

つ
き

一

す
る
も
の
及

年

す
る
も
の
及

年

び
公
衆
電
話

び
公
衆
電
話

所

所

郵
便
差
出
箱

四
二
〇
円

三
六
〇
円

三
三
〇
円

郵
便
差
出
箱

三
八
〇
円

三
二
〇
円

二
八
〇
円

及
び
信
書
便

及
び
信
書
便

差
出
箱

差
出
箱

広
告
塔
、
看

表
示
面

一
、
八
〇
〇

八
七
〇
円

五
九
〇
円

広
告
塔
、
看

表
示
面

一
、
九
〇
〇

九
六
〇
円

六
七
〇
円

板
及
び
ポ
ス

積

一
平

円

板
及
び
ポ
ス

積

一
平

円

タ
ー

方
メ
ー

タ
ー

方
メ
ー

ト
ル
に

ト
ル
に

つ
き

一

つ
き

一

年

年

旗
ざ
お

一
本
に

一
八
円

九
円

六
円

旗
ざ
お

一
本
に

一
九
円

一
〇
円

七
円

つ
き

一

つ
き

一

日

日

そ

土
地
の

使
用
面

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳

そ

土
地
の

使
用
面

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳

の

使
用
に

積

一
平

価
格
に
百
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額

の

使
用
に

積

一
平

価
格
に
百
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額

他

係
る
も

方
メ
ー

他

係
る
も

方
メ
ー

の

の

ト
ル
に

の

の

ト
ル
に

も

建
物
又

つ
き

一

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳

も

建
物
又

つ
き

一

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳

の

は
工
作

年

価
格
に
百
分
の
八

・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

の

は
工
作

年

価
格
に
百
分
の
八

・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

外
径
が

九

一
円

七
七
円

七
○
円

外
径
が

八
二
円

六
八
円

六

一
円

〇

・
二

〇

・
二

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
以
上

ル
以
上

〇

・
三

〇

・
三

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
未
満

ル
未
満

の
も
の

の
も
の

外
径
が

一
二
〇
円

一
○
○
円

九
三
円

外
径
が

一
一
○
円

九

一
円

八

一
円

〇

・
三

〇

・
三

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
以
上

ル
以
上

〇

・
四

〇

・
四

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
未
満

ル
未
満

の
も
の

の
も
の

外
径
が

二

一
〇
円

一
八
〇
円

一
六
〇
円

外
径
が

一
九
〇
円

一
六
〇
円

一
四
〇
円

〇

・
四

〇

・
四

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
以
上

ル
以
上

〇

・
七

〇

・
七

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
未
満

ル
未
満

の
も
の

の
も
の

外
径
が

三
○
〇
円

二
六
〇
円

二
三
〇
円

外
径
が

二
七
〇
円

二
三
〇
円

二
○
〇
円

〇

・
七

〇

・
七

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
以
上

ル
以
上

一
メ
ー

一
メ
ー

ト
ル
未

ト
ル
未
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物
の
使

物
の
使

用
に
係

用
に
係

る
も
の

る
も
の

備
考

略

備
考

略
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